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(57)【要約】
　タッチパネル装置は、表示部と、表示部に設けられた
タッチパネル２５と、タッチパネル２５に対するタッチ
操作を検出する制御部２４とを備える。制御部２４は、
表示部にタッチ操作により操作されるための操作ボタン
を含むメニュー画面を表示させ、タッチ操作により操作
ボタンを操作したと認識する操作検出範囲を、当該操作
ボタンの領域を含み且つ当該領域よりも所定の範囲拡大
した拡張範囲に設定する。



(2) JP WO2017/033605 A1 2017.3.2

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部に設けられたタッチパネルと、
　前記タッチパネルに対するタッチ操作を検出する検出部と、
　前記表示部に前記タッチ操作により操作されるための操作ボタンを含むメニュー画面を
表示させるための表示制御部と、
　前記検出部が前記タッチ操作により前記操作ボタンを操作したと認識する操作検出範囲
を、当該操作ボタンの領域を含み且つ当該領域よりも所定の範囲拡大した拡張範囲に設定
する検出範囲設定部と、を備えたことを特徴とするタッチパネル装置。
【請求項２】
　前記検出範囲設定部は、前記操作ボタンの高さが所定の高さより低く、且つ、前記操作
ボタンに隣接して他の操作ボタンが配置されていない場合、前記操作ボタンの前記操作検
出範囲を、前記他の操作ボタンが配置されていない方向に所定の範囲拡大した拡張範囲に
設定することを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル装置。
【請求項３】
　前記検出範囲設定部は、前記操作ボタンに、前記操作ボタンに関連する表示が隣接して
配置されている場合、前記操作ボタンの前記操作検出範囲を、前記操作ボタンに関連する
表示の方向に所定の範囲拡大した拡張範囲に設定することを特徴とする請求項１に記載の
タッチパネル装置。
【請求項４】
　前記検出部は、前記タッチ操作の検出として、ユーザが前記タッチパネルに触れる接触
動作と、前記接触動作の後にユーザの前記タッチパネルへの接触が解除されたリリース動
作とを検出するものであり、
　前記検出範囲設定部は、前記接触動作検出時の前記操作ボタンの検出範囲を当該操作ボ
タンの領域と略同等の範囲に設定するとともに、前記リリース動作検出時の前記操作ボタ
ンの検出範囲を前記拡張範囲に設定することを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル
装置。
【請求項５】
　前記検出範囲設定部は、前記リリース動作を検出後、設定した前記拡張範囲の検出範囲
を、前記操作ボタンの領域と略同等の範囲に戻すことを特徴とする請求項４に記載のタッ
チパネル装置。
【請求項６】
　請求項１のタッチパネル装置が、内視鏡が着脱自在に接続される筐体装置に設けられて
いることを特徴とする内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作ボタンの表示領域よりも拡大した反応領域を備えるタッチパネル装置及
び内視鏡システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検体の内部の被写体を撮像する内視鏡と、内視鏡により撮像された被写体の観
察画像を生成するビデオプロセッサと、ビデオプロセッサにより生成された観察画像を表
示するモニタとを備えた内視鏡システムが、医療分野及び工業分野等において広く用いら
れている。
【０００３】
　近年、内視鏡システムのビデオプロセッサには、各種設定等の操作を行うためのタッチ
パネルが設けられている。ユーザは、タッチパネル上の操作アイテム（操作ボタン）をタ
ッチすることで、各種設定の変更操作等を行うことができる。
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【０００４】
　ビデオプロセッサに設けられたタッチパネルは、ユーザが押圧してからリリースするま
でに指が移動するなどして反応領域からはみ出てしまった場合、操作が無効化されてしま
う。そこで、日本国特開２００９－３７３４４号公報には、ユーザが押圧した押圧位置を
検出し、ユーザが押圧した押圧位置に応じて、反応領域の範囲を変更する内視鏡システム
のプロセッサが提案されている。
【０００５】
　しかしながら、従来のタッチパネルは、反応領域の中心からどれくらい離れているかを
検出し、離れている方向に反応領域を変更するものであり、反応領域が小さいこと等で、
ユーザが反応領域外を押圧した場合、操作が無効化されてしまうという問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、反応領域内を確実にタッチできずに操作が無効化されることを防止
することができるタッチパネル装置及び内視鏡システムを提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様のタッチパネル装置は、表示部と、前記表示部に設けられたタッチパネ
ルと、前記タッチパネルに対するタッチ操作を検出する検出部と、前記表示部に前記タッ
チ操作により操作されるための操作ボタンを含むメニュー画面を表示させるための表示制
御部と、前記検出部が前記タッチ操作により前記操作ボタンを操作したと認識する操作検
出範囲を、当該操作ボタンの領域を含み且つ当該領域よりも所定の範囲拡大した拡張範囲
に設定する検出範囲設定部と、を備える。
【０００８】
　また、本発明の一態様の内視鏡システムは、表示部と、前記表示部に設けられたタッチ
パネルと、前記タッチパネルに対するタッチ操作を検出する検出部と、前記表示部に前記
タッチ操作により操作されるための操作ボタンを含むメニュー画面を表示させるための表
示制御部と、前記検出部が前記タッチ操作により前記操作ボタンを操作したと認識する操
作検出範囲を、当該操作ボタンの領域を含み且つ当該領域よりも所定の範囲拡大した拡張
範囲に設定する検出範囲設定部と、を備えるタッチパネル装置が内視鏡が着脱自在に接続
される筐体装置に設けられている。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態に係る内視鏡システムの概略構成を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る内視鏡システムの要部の機能構成を示す図である。
【図３】タッチパネル２５に表示される操作画面の一例を説明するための図である。
【図４】メモリ情報の操作画面の一例を説明するための図である。
【図５】第１の実施形態の各種操作ボタンの反応領域の一例を説明するための図である。
【図６】予め拡大された反応領域の他の例について説明するための図である。
【図７】予め拡大された反応領域の他の例について説明するための図である。
【図８】第２の実施形態の各種操作ボタンの反応領域の一例を説明するための図である。
【図９】拡大処理が実行された反応領域の一例を説明するための図である。
【図１０】反応領域の拡大処理の流れの例を説明するためにフローチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【００１１】
（第１の実施形態）
　まず、図１及び図２を用いて第１の実施形態の内視鏡システムの構成について説明する
。図１は、第１の実施形態に係る内視鏡システムの概略構成を示す図であり、図２は、第
１の実施形態に係る内視鏡システムの要部の機能構成を示す図である。
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【００１２】
　図１に示すように、内視鏡システム１は、被検体の体腔内に先端部を挿入することによ
って被写体の体内画像を撮像し、被写体像の画像信号を出力する内視鏡２と、内視鏡２か
ら出力される画像信号に対して所定の信号処理を施すとともに内視鏡システム１全体の動
作を統括的に制御するビデオプロセッサ３と、ビデオプロセッサ３において信号処理が施
された画像を表示する表示装置４と、操作指示や文字情報等の入力を行うためのキーボー
ド５とを備える。表示装置４及びキーボード５は、図示しないケーブルを介してビデオプ
ロセッサ３に接続されている。
【００１３】
　ビデオプロセッサ３は、内視鏡２の先端から出射するための照明光を発生し、内視鏡２
に照明光を供給する光源一体型のビデオプロセッサである。このビデオプロセッサ３の前
面には、タッチパネル２５が設けられている。なお、ビデオプロセッサ３は、内視鏡２に
照明光を供給する光源装置が別体に設けられた構成であってもよい。
【００１４】
　キーボード５は、引き出し可能な台座６に設けられている。ユーザは、キーボード５を
使用する場合、台座６を医療用トロリーから引き出して、文字入力等を行い、キーボード
５を使用しない場合、台座６を医療用トロリーに収納することができる。この医療用トロ
リーには、内視鏡２、ビデオプロセッサ３、表示装置４及びキーボード５に加え、例えば
、プリンタや送水装置等の周辺機器が積載されていてもよい。
【００１５】
　図２に示すように、内視鏡２は、患者の体腔内に挿入する挿入部先端に設けられ、被検
体を撮像する例えばＣＣＤ等の撮像素子１１と、挿入部先端へ照明光を導くライトガイド
１２と、内視鏡２の操作を行う操作部に設けられた操作スイッチ１３と、ビデオプロセッ
サ３と接続するためのコネクタ部１４に設けられた電気コネクタ１４ａとを有している。
【００１６】
　なお、内視鏡２の挿入部は、軟性であってもよいし、硬性（外科手術に用いられる硬性
内視鏡）であってもよい。また、撮像素子１１は、内視鏡２の挿入部先端に設けられてい
るが、これに限定されるものではない。例えば、撮像素子１１は、操作スイッチ１３が設
けられている操作部（ユーザにより把持される部分）内に設けられ、挿入部先端から操作
部内の撮像素子１１までイメージガイドファイバで光学像を伝送する構成であってもよい
。
【００１７】
　また、本実施形態では、ビデオプロセッサ３は、内視鏡２が接続される構成になってい
るが、これに限定されることなく、体腔内に挿入される光学式内視鏡（ファイバースコー
プあるいは外科手術用の光学視管）の接眼部に装着されるカメラヘッドが接続される構成
であってもよい。
【００１８】
　さらに、本実施形態では、内視鏡２及びビデオプロセッサ３は、電気コネクタ１４ａ及
びコネクタ２３により接続され、電気信号を有線で伝送する構成になっているが、これに
限定されることなく、電気信号を無線で伝送する構成であってもよい。
【００１９】
　ビデオプロセッサ３は、照明光を生成する例えばランプ等の光源２１と、光源２１から
の照明光をライトガイド１２の入射端面に集光させる集光レンズ２２とを有する。
【００２０】
　また、ビデオプロセッサ３は、内視鏡２の電気コネクタ１４ａと接続されるコネクタ２
３と、コネクタ２３を介して内視鏡２の撮像素子１１の駆動及び制御を行う例えばＣＰＵ
等の制御部２４と、各種操作及び設定を行うためのタッチパネル２５と、内視鏡画像や各
種情報を記憶するメモリ２６と、コネクタ２３を介した撮像素子１１からの撮像信号に対
して所定の信号処理を施す映像処理部２７と、文字情報の文字サイズの変更を行う表示コ
ントローラ２８と、映像処理部２７の信号に文字情報を重畳する重畳回路２９とを有して
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構成されている。また、ビデオプロセッサ３には、記録媒体３０が着脱自在に構成されて
おり、内視鏡画像や各種情報を記録媒体３０に記憶することができる。
【００２１】
　なお、ビデオプロセッサ３の光源２１は、ランプ等により構成されているが、これに限
定されることなく、例えば、ＬＥＤあるいはレーザーダイオード等の半導体発光素子（半
導体光源）により構成されていてもよい。また、半導体光源を用いる場合、白色光を出射
する半導体光源を用いるものであってもよいし、例えばＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の
色成分毎に半導体光源を設け、これらの半導体光源から出射される各色成分の光を合波し
て白色光を得るものであってもよい。さらに、半導体光源は、内視鏡２の挿入部先端に設
けられる構成であってもよい。
【００２２】
　映像処理部２７は、撮像素子１１からの映像信号に対してノイズリダクション処理、ホ
ワイトバランス処理、色補正等の所定の映像信号処理を施し、得られた映像信号を重畳回
路２９に出力する。
【００２３】
　表示コントローラ２８は、制御部２４の制御に基づいて、表示装置４に表示する検査に
関連する文字情報を重畳回路２９に出力する。このとき、表示コントローラ２８は、制御
部２４の制御に基づいて、文字情報のサイズを変更して重畳回路２９に出力する。ユーザ
が内視鏡２の操作スイッチ１３を操作（押下）すると、操作信号が制御部２４に供給され
る。制御部２４は、この操作信号が入力されると、文字情報のサイズを変更するように表
示コントローラ２８を制御する。このように、操作スイッチ１３は、ユーザの操作に応じ
て操作信号を出力する操作信号出力部を構成する。
【００２４】
　重畳回路２９は、映像処理部２７からの映像信号（内視鏡画像）に表示コントローラ２
８からの文字情報を重畳した内視鏡検査画像を生成し、表示装置４に出力する。これによ
り、表示装置４には、内視鏡検査画像が表示される。
【００２５】
　タッチパネル２５は、例えば、液晶ディスプレイ（表示部２５ａ）と、液晶ディスプレ
イに重ねて配置された静電型のタッチパネルセンサとが一体となって構成された、タッチ
パネルディスプレイである。タッチパネル２５には、内視鏡システム１の各種設定や記録
された画像を閲覧するための操作画面が表示される。ユーザは、タッチパネル２５を例え
ば指等でタッチ操作（押圧）することで、内視鏡システム１の設定の変更や画像を閲覧す
ることができる。
【００２６】
　タッチパネル２５を操作した操作信号は、制御部２４に入力される。制御部２４は、タ
ッチパネル２５から入力される操作信号に応じて、内視鏡システム１の各種設定等を行う
。より具体的には、ユーザがタッチパネル２５のある操作ボタンを指等で押圧した際の反
応領域と、操作ボタンから指等を離した（リリースした）際の反応領域とが同じ操作ボタ
ンの反応領域の場合、制御部２４は、リリース操作（ボタン操作）を有効と判定し、押圧
された操作ボタンの機能を実行する。
【００２７】
　一方、ユーザがタッチパネル２５のある操作ボタンを指等で押圧した際の反応領域と、
操作ボタンから指等を離した（リリースした）際の反応領域とが同じ操作ボタンの反応領
域でない場合、制御部２４は、リリース操作（ボタン操作）を無効と判定し、操作ボタン
の機能を実行しない。このように、制御部２４は、タッチパネル２５に対するタッチ操作
を検出する検出部を構成する。
【００２８】
　また、表示制御部としての制御部２４は、タッチパネル２５へのタッチ操作により操作
されるための操作ボタンを含む操作画面（メニュー画面）を表示させる等のタッチパネル
２５の全体の制御を行う。本実施形態では、制御部２４及びタッチパネル２５によりタッ
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チパネル装置が構成される。なお、タッチパネル２５は、静電容量方式のタッチパネルで
あるが、静電容量方式に限定されることなく、他の方式であってもよい。
【００２９】
　ここで、タッチパネル２５に表示される操作画面について説明する。図３は、タッチパ
ネル２５に表示される操作画面の一例を説明するための図である。
【００３０】
　図３に示すように、タッチパネル２５に表示される操作画面は、ホーム画面を表示する
ためのホームボタン４０と、画像閲覧画面を表示するための画像閲覧ボタン４１と、設定
変更画面を表示するための設定ボタン４２と備える。図３の操作画面は、画像閲覧ボタン
４１が押下された際に表示される画像閲覧画面である。
【００３１】
　内部メモリボタン４３は、ビデオプロセッサ３の内部のメモリ２６に記録されている内
視鏡画像の情報を表示するためのボタンである。内視鏡画像の情報は、内視鏡画像を取得
した日時、患者ＩＤ、患者名、転送状態等の情報である。
【００３２】
　ポータブルメモリボタン４４は、ビデオプロセッサ３に着脱自在な外部のメモリ、すな
わち、記録媒体３０に記録されている内視鏡画像の情報を表示するためのボタンである。
内視鏡画像の情報は、内部メモリボタン４３と同様に、内視鏡画像を取得した日時、患者
ＩＤ、患者名、転送状態等の情報である。
【００３３】
　インフォメーションボタン４５は、内部メモリ（メモリ２６）、ポータブルメモリ（記
録媒体３０）のメモリ情報を表示するためのボタンである。ユーザは、インフォメーショ
ンボタン４５を押下することで、図４に示すメモリ情報の操作画面を表示することができ
る。
【００３４】
　図４は、メモリ情報の操作画面の一例を説明するための図である。図４に示すように、
メモリ情報は、内部メモリ及びポータブルメモリのそれぞれに記憶されている検査数、Ｓ
Ｄ（Standard Definition）画像記録枚数、ＨＤ（High Definition）画像記録枚数、記録
可能枚数等の情報である。ユーザは閉じるボタン４６を押下することで、図３の画像閲覧
画面に戻ることができる。
【００３５】
　このようなタッチパネル２５は、各種操作ボタンを操作したと認識する反応領域を有す
る。この反応領域について、図５を用いて説明する。図５は、第１の実施形態の各種操作
ボタンの反応領域の一例を説明するための図である。
【００３６】
　通常、操作ボタンの反応領域は、その操作ボタンの表示領域と略同じ大きさに設定され
る。すなわち、図５に示すように、ホームボタン４０の反応領域は、ホームボタン４０の
表示領域と略同じ大きさの反応領域４７に設定されている。
【００３７】
　これに対し、内部メモリボタン４３の反応領域は、内部メモリボタン４３の表示領域よ
り大きい反応領域４８に制御部２４により予め設定されている。同様に、ポータブルメモ
リボタン４４及びインフォメーションボタン４５の反応領域は、それぞれポータブルメモ
リボタン４４及びインフォメーションボタン４５の表示領域より大きい反応領域４９及び
反応領域５０に制御部２４により予め設定されている。
【００３８】
　すなわち、検出範囲設定部としての制御部２４は、タッチ操作により操作ボタンを操作
したと認識する反応領域（操作検出範囲）を、当該操作ボタンの領域を含み且つ当該領域
よりも所定の範囲拡大した拡張範囲に設定する。
【００３９】
　一般的に、操作ボタンは、誤操作防止のため、所定の高さ以上であることが推奨されて
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いる。具体的には、反応領域の所定の高さは、人間の一般的な指の大きさを考慮して、例
えば１０ｍｍ以上であることが推奨されている。
【００４０】
　そのため、操作ボタンが推奨されている所定の高さより低く、かつ、その操作ボタンに
隣接して他の操作ボタンが配置されていない場合、他の操作ボタンが配置されていない方
向に反応領域を予め拡大している。内部メモリボタン４３、ポータブルメモリボタン４４
及びインフォメーションボタン４５は、高さが所定の高さより低く、かつ、上部に他の操
作ボタンが配置されていないため（すなわち、上部に他の操作ボタンの反応領域がないた
め）、上側に反応領域が拡大された反応領域４８、４９及び５０が予め設定されている。
【００４１】
　また、ホームボタン４０のように、高さが所定の高さ以上の場合、反応領域４７は拡大
されていない。また、操作ボタンの高さが所定の高さより低い場合でも、その操作ボタン
に隣接して他の操作ボタンが配置されている場合、反応領域を拡大すると、他の操作ボタ
ンの反応領域と重複してしまうため、反応領域を拡大しないで設定する。　このように、
本実施形態のタッチパネル２５では、操作ボタンが所定の高さより低く、かつ、その操作
ボタンに隣接して他の操作ボタンが配置されていない場合、その操作ボタンの反応領域を
予め拡大して設定することで、反応領域内を確実にタッチできず、操作が無効化させるこ
とを防止するようにしている。
【００４２】
　このように予め拡大された反応領域の他の例について、図６及び図７を用いて説明する
。図６及び図７は、予め拡大された反応領域の他の例について説明するための図である。
【００４３】
　図６は、操作スイッチ１３等の術者が操作するスイッチに割り当てる機能の選択画面を
示しており、この割り当てる機能としてランプのON/OFFの切り替え機能を選択するための
ボタン６０が配置されている。このボタン６０には、ボタン６０の説明を表す文字列、こ
こでは、「ランプ」の文字列が並べて表示されている。
【００４４】
　人間の行動心理学として、ボタンと当該ボタンの説明を表す文字列が並べて配置されて
いる場合、文字列側に寄ってボタンを押下してしまう。この場合、ボタン６０のみに反応
領域を設けると、ユーザが文字列側に寄ってボタンを押下した際に、ボタン操作が無効化
される虞がある。
【００４５】
　そのため、図６の例では、ボタン６０よりも大きな反応領域６１を予め設定している。
具体的には、反応領域６１は、ボタン６０と、ボタン６０の説明を表す文字列の一文字目
までに反応するように拡大されている。
【００４６】
　スイッチ情報画面には、ボタン６０の他に、操作スイッチにホワイトバランス調整機能
を割り当てるためのボタン、操作スイッチに画像を明るくさせる機能を割り当てるための
ボタン、操作スイッチに画像を暗くさせる機能を割り当てるためのボタン等も配置されて
いるが、これらのボタンについても同様に、反応領域を予め拡大して設定する。
【００４７】
　なお、予め拡大された反応領域は、図６に限定されるものではない。図７に示すように
、ボタン６０と、ボタン６０と、ボタン６０の説明を表す文字列とに全て反応するように
、反応領域６２を予め設定してもよい。また、ボタン６０の説明を表す文字列のみに反応
するように、反応領域６３を予め設定してもよい。
【００４８】
　このように、操作ボタンに関連する表示（操作ボタンの説明を表す文字列）の部分につ
いても反応領域とすることで、ユーザは、直感的なタッチ操作が可能となり、操作性を向
上させることができる。
【００４９】
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　以上のように、タッチパネル装置のタッチパネル２５は、操作ボタン（または反応領域
）が所定の高さより低く、かつ、その操作ボタンに隣接して他の操作ボタンが配置されて
いない場合、他の操作ボタンが配置されていない方向に反応領域を予め拡大している。ま
た、タッチパネル２５は、操作ボタンと、その操作ボタンに関連する文字列の一部あるい
は全てとを含むように反応領域を予め拡大している。この結果、タッチパネル装置は、ユ
ーザが所定の高さより低い反応能域外を押下したり、操作ボタンに関連する表示部分の反
応領域外を押下することを防ぐことができる。
【００５０】
　よって、本実施形態のタッチパネル装置、及び、タッチパネル装置を備える内視鏡シス
テムは、反応領域内を確実にタッチできずに操作が無効化されることを防止することがで
きる。
【００５１】
（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。
【００５２】
　第１の実施形態では、操作ボタンの反応領域を予め拡大したタッチパネル装置及び内視
鏡システムについて説明したが、第２の実施形態では、ユーザが操作ボタンを押下後に反
応領域を拡大するタッチパネル装置及び内視鏡システムについて説明する。なお、内視鏡
システム１の全体構成は、第１の実施形態と同様であり、以下では第１の実施形態と異な
る制御について説明する。
【００５３】
　図８は、第２の実施形態の各種操作ボタンの反応領域の一例を説明するための図であり
、図９は、拡大処理が実行された反応領域の一例を説明するための図である。なお、図８
及び図９において、図５と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００５４】
　図８に示すように、第２の実施形態では、内部メモリボタン４３には、内部メモリボタ
ン４３の表示領域と略同一の大きさの反応領域８０が設定されている。同様に、ポータブ
ルメモリボタン４４には、ポータブルメモリボタン４４の表示領域と略同一の大きさの反
応領域８１が設定され、インフォメーションボタン４５には、インフォメーションボタン
４５の表示領域と略同一の大きさの反応領域８２が設定されている。
【００５５】
　通常、タッチパネル２５は、ユーザが指等で操作ボタンを押下した際の反応領域と、ユ
ーザが操作ボタンを離した際の反応領域が同一の反応領域の場合、その操作を有効する。
すなわち、ユーザが指等で内部メモリボタン４３の反応領域８０を押下した後、押下した
まま反応領域８０の外側に指等をスライドすると、その操作が無効化される。
【００５６】
　そこで、ユーザが指等で内部メモリボタン４３を押下すると、制御部２４は、操作信号
（押下された座標信号）から反応領域８０が押下されたことを検出する。制御部２４は、
内部メモリボタン４３の反応領域８０が押下されたことを検出すると、内部メモリボタン
４３の反応領域８０を、図９に示すように、反応領域８４に拡大する。図９の例では、制
御部２４は、反応領域８０を上側に拡大した反応領域８４に設定している。そして、制御
部２４は、ユーザが指等をタッチパネル２５から離した（リリース）した際、そのリリー
スを検知した座標が反応領域８４内の場合、内部メモリボタン４３の押下を有効とする。
【００５７】
　なお、制御部２４は、内部メモリボタン４３が押下された際に、上側のみに反応領域を
拡大する処理を行っているが、これに限定されるものではない。一般的に、タッチパネル
２５は、ある操作ボタンを押下すると、その操作ボタンの反応領域のみが有効となり、他
の操作ボタンの反応領域は無効化される。そのため、押下された操作ボタンの反応領域を
他の操作ボタンの反応領域と重複するように拡大しても構わない。
【００５８】
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　例えば、ユーザによりインフォメーションボタン４５が押下された場合、ホームボタン
４０の反応領域４７及びポータブルメモリボタン４４の反応領域８１を含む他の操作ボタ
ンの反応領域は無効化される。そのため、制御部２４は、図８に示すインフォメーション
ボタン４５の反応領域８２を、図９に示すように、上下左右方向に拡大した反応領域８５
に変更してもよい。
【００５９】
　また、拡大する反応領域は、内部メモリボタン４３のように、高さが所定の高さより低
い操作ボタンの反応領域に限定されることなく、制御部２４は、所定の高さ以上の操作ボ
タンの反応領域を拡大してもよい。例えば、制御部２４は、ユーザがホームボタン４０を
押下した後、ホームボタン４０の反応領域４７を左方向と下方向に拡大する処理を行って
もよい。さらに、制御部２４は、図６のボタン６０の表示領域と略同等の範囲に反応領域
が設けられている場合、図６のボタン６０が押下された後、ボタン６０に関連する表示の
方向に反応領域を拡大する処理を行ってもよい。
【００６０】
　次に、制御部２４により実行される反応領域の拡大処理について説明する。図１０は、
反応領域の拡大処理の流れの例を説明するためにフローチャートである。
【００６１】
　まず、制御部２４は、操作ボタンの押下を検知し（ステップＳ１）、操作ボタンの反応
領域を拡大する（ステップＳ２）。次に、制御部２４は、操作ボタンのリリースを検知し
（ステップＳ３）、リリースを検知した座標が拡大した反応領域内か否かを判定する（ス
テップＳ４）。
【００６２】
　リリースを検知した座標が拡大した反応領域内であると判定した場合、ＹＥＳとなり、
制御部２４は、リリース操作を有効と判定し、ボタン機能の実行を開始する（ステップＳ
５）。一方、リリースを検知した座標が拡大した反応領域内でないと判定した場合、ＮＯ
となり、制御部２４は、リリース操作を無効と判定し、ボタン機能を実行しない（ステッ
プＳ６）。
【００６３】
　最後に、制御部２４は、ステップＳ５またはステップＳ６の処理を実行すると、拡大し
た操作ボタンの反応領域を元の大きさに戻し、処理を終了する。
【００６４】
　以上のように、タッチパネル装置は、ユーザが操作ボタンを押下した後に、その操作ボ
タンの反応領域を、操作ボタンの表示領域よりも拡大する処理を行うようにしている。こ
れにより、本実施形態のタッチパネル、及び、タッチパネル装置を備える内視鏡システム
は、ユーザが操作ボタンを押下した後、押下したまま元の反応領域外へ指等をスライドさ
せた場合でも、操作が無効化されることを防ぐことができる。
【００６５】
　なお、本明細書におけるフローチャート中の各ステップは、その性質に反しない限り、
実行順序を変更し、複数同時に実行し、あるいは実行毎に異なった順序で実行してもよい
。
【００６６】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲
において、種々の変更、改変等が可能である。
【００６７】
　本出願は、２０１５年８月２６日に日本国に出願された特願２０１５－１６７０８３号
を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の
範囲に引用されるものとする。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月21日(2016.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の一態様のタッチパネル装置は、表示部と、前記表示部に設けられたタッチパネ
ルと、前記タッチパネルに対するタッチ操作を検出する検出部と、前記表示部に対して前
記タッチ操作により操作されるための操作ボタンを含むメニュー画面を表示させるための
表示制御部と、前記検出部が前記タッチ操作により前記操作ボタンを操作したと認識する
操作検出範囲を、当該操作ボタンの領域を含み且つ当該領域よりも所定の範囲拡大した拡
張範囲に設定する検出範囲設定部と、を備え、前記検出範囲設定部は、前記タッチ操作の
検出としてユーザが前記タッチパネルに触れる接触動作を検出し、前記接触動作検出時の
前記操作ボタンの検出範囲を他の操作ボタンの検出範囲の少なくとも１部と重複するよう
に拡大させる処理を行う。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、本発明の一態様の内視鏡システムは、表示部と、前記表示部に設けられたタッチ
パネルと、前記タッチパネルに対するタッチ操作を検出する検出部と、前記表示部に対し
て前記タッチ操作により操作されるための操作ボタンを含むメニュー画面を表示させるた
めの表示制御部と、前記検出部が前記タッチ操作により前記操作ボタンを操作したと認識
する操作検出範囲を、当該操作ボタンの領域を含み且つ当該領域よりも所定の範囲拡大し
た拡張範囲に設定する検出範囲設定部と、を備え、前記検出範囲設定部は、前記タッチ操
作の検出としてユーザが前記タッチパネルに触れる接触動作を検出し、前記接触動作検出
時の前記操作ボタンの検出範囲を他の操作ボタンの検出範囲の少なくとも１部と重複する
ように拡大させる処理を行うタッチパネル装置が内視鏡が着脱自在に接続される筐体装置
に設けられている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部に設けられたタッチパネルと、
　前記タッチパネルに対するタッチ操作を検出する検出部と、
　前記表示部に対して前記タッチ操作により操作されるための操作ボタンを含むメニュー
画面を表示させるための表示制御部と、
　前記検出部が前記タッチ操作により前記操作ボタンを操作したと認識する操作検出範囲
を、当該操作ボタンの領域を含み且つ当該領域よりも所定の範囲拡大した拡張範囲に設定
する検出範囲設定部と、を備え、
　前記検出範囲設定部は、前記タッチ操作の検出としてユーザが前記タッチパネルに触れ
る接触動作を検出し、前記接触動作検出時の前記操作ボタンの検出範囲を他の操作ボタン
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の検出範囲の少なくとも１部と重複するように拡大させる処理を行うことを特徴とするタ
ッチパネル装置。
【請求項２】
　前記検出範囲設定部は、前記操作ボタンに、前記操作ボタンに関連する表示が隣接して
配置されている場合、前記操作ボタンの前記操作検出範囲を、前記操作ボタンに関連する
表示の方向に所定の範囲拡大した拡張範囲に設定することを特徴とする請求項１に記載の
タッチパネル装置。
【請求項３】
　前記検出範囲設定部は、前記タッチ操作の検出として前記接触動作の後にユーザの前記
タッチパネルへの接触が解除されたリリース動作を更に検出するものであり、前記リリー
ス動作を検出後、設定した前記拡張範囲の検出範囲を前記操作ボタンの領域と略同等の範
囲に戻すことを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１つのタッチパネル装置が、内視鏡が着脱自在に接続
される筐体装置に設けられていることを特徴とする内視鏡システム。
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